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令和２年度における小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等に 

おける教育活動の再開等について 

  

  

 このことについて、別添写しのとおり、文部科学事務次官から通知がありました。 

 この度公表された「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（新型コロナウイルス感染症対

策専門家会議（令和２年３月19日））等を受けて、学校教育活動再開に向けての留意事項を整理した「新

型コロナウイルスに対応した学校再開ガイドライン」（別添１）が作成されました。  

 ついては、学校においては、３つの条件（換気の悪い密閉空間、多くの人が密集、近距離での会話や発

声）が同時に重なることを徹底的に回避し、手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策及び学校医

や学校薬剤師等と連携した保健管理体制の整備など、万全の感染症対策を講じた上で、別添１を参考に、

新学期を始める準備を行っていただくよう願います。 

なお、今後、学校において児童生徒等又は教職員の感染が判明した場合には、当該学校の臨時休業の必

要性について、「新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」（別添２）

を参考に、県対策本部事務局及び健康福祉事務所（保健所）と検討し、体育保健課から個別に指示します。 

 

 

 














































